
 

 

 

流通・小売業向け統合ソリューション STORES－MD 割引キャンペーン 

～もうお考えですか？消費税率改定への対策～ 

 

株式会社セゾン情報システムズ（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：宮野隆、以下「セゾン情報シス

テムズ」）は、来年4月から施行が予定されている消費税率改定への対応をサポートすることを目的として、

流通・小売業向けのマーチャンダイジングマネジメントシステム「STORES－MD」の割引キャンペーンを9

月30日まで実施することを発表いたします。 

 

消費税率の改定について                                                             

去る 2012 年 8 月、消費税を柱とする社会保障と税の一体改革関連法により、消費税率が 2014

年 4 月 1 日に 5%から 8%に、2015 年 10 月 1 日に 8%から 10%に改定される方針が定められました。

これにより、各社の財務会計や販売管理など、消費税を扱う基幹系システムを中心に対応の要否

を調査し、必要に応じて対策する必要があります。なお、2014年 4月の税率改定では、請負契約

については、契約日に応じて改定後も 5%の税率が適用される経過措置が設けられる予定です。シ

ステム導入を検討される部門（情報システム部門等）では、経過措置を踏まえ、契約のタイミン

グも検討する必要があります。 

 

急務となるシステムの見直し                                                     

自社の基幹系システムにおいて、消費税率の設定を変更するだけで対応できる場合は、設定を

実施することで対応完了と言えます。しかしながら、それらが容易でない場合、二つのポイント

で対応の検討が必要となります。 

一つは、対応が未完のまま消費税率改定日を迎えた場合、営業や購買もしくは経理部門で、人

手による大量のデータ修正が発生し、コスト増となる可能性があることです。場合によっては、

皆様のサービスをストップせざるを得ないかもしれません。 

もう一つは、新規導入あるいは改修するシステムの納品が 4 月 1 日以降になれば、新税率での

消費税支払が発生することです。しかしながら、ソフトウェア開発をはじめとする請負契約につ

いては、本年 9 月 30 日以前に締結した契約の場合、納品が来年 4 月 1 日以降になったとしても、

従前の税率が適用される経過措置を受けられる予定であるため、早期の契約がキャッシュアウト

の抑制につながります。※ 

以上のことから、事業の継続およびキャッシュアウト抑制の両面で、自社のシステムを見直し、

必要な対策を早期に講じることが求められています。 

※「工事請負等の税率等に関する経過措置」改正法附則 5③によります。 
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STORES-MD について                                    

 当社の提供する STORES-MDは、消費税率の変更はパラメータ変更で簡単に対応できます。また、品目

毎や、カテゴリー毎の複数税率にも対応しており、流通小売業の経営課題を、必要最小限の投資により最

大効果で解決する小売チェーン向け統合ソリューションサービスです。今回の消費税率改定をきっかけに

システムの見直しをする場合、お客様の負担は少なくありません。そこで、当社はお客様の消費税率改定

への対応を支援するだけでなく、コストの負担を抑えるために、「STORES-MD 割引キャンペーン」を実施

することと致しました。基幹システムの刷新をご検討中の流通小売業のお客様、この機会に消費税対応済

みの STORES-MD の導入をご検討ください。 

 

キャンペーン概要                                      

「STORES-MD 割引キャンペーン」の概要は次の通りです。 

（1）キャンペーン期間 

 

  2013 年 8 月 9 日～9 月 30 日 

 

（2）内容 

 

  上記キャンペーン期間中のご契約により、STORES-MD パッケージ価格（定価）を 50%引きでご提供します 

 

(3)キャンペーンに関するお問い合わせ先 

 

  流通サービスシステム事業部 システム営業部 

  TEL： 03-3988-2767 

 

まずは、お気軽にお問い合わせください。 

 

※「STORES-MD」は、セゾン情報システムズの登録商標です。 

※消費税率の変更については、8 月 9 日現在、決定されたものではありません。 

                                                                              

■ ㈱セゾン情報システムズ について                                                

 

本社：〒170-6021 東京都豊島区東池袋 3-1-1 サンシャイン 60 21F 

設立：1970 年 9 月 1 日 

代表者：宮野 隆（代表取締役社長） 

資本金：1,367,687,500 円 

事業内容：金融システム事業、流通サービスシステム事業、BPO 事業、HULFT 事業 

証券コード：9640 (東京証券取引所 JASDAQ スタンダード市場) 

URL：http://home.saison.co.jp/ 

 

 

 

＜報道関係者お問合せ先＞ 

㈱セゾン情報システムズ  

広報担当：豊田、小野 

TEL： 03-3988-3477  

 

  

＜製品に関するお問合せ先＞ 

㈱セゾン情報システムズ 

流通サービスシステム事業部システム営業部  

TEL： 03-3988-2767 
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